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１ 計画の背景と目的

本市においては、全国的な傾向と同様、少子高齢化・人口減少が進行しており、市の活性化に

向けた方策とその実行が求められるところです。

そうした中、本市における主要産業の１つである観光関連産業は、市外から消費を呼び込むこ

とで経済波及効果をもたらすのみでなく、本市の魅力を市の内外に発信していくことのできる産

業でもあります。市の活性化に向けて、交流人口・関係人口の増加といった観点からも、観光振

興の取り組みが本市において重要となっています。

これまで、観光振興に向けては、市として各種の施策を行ってきただけでなく、令和２年に観

光地域づくり法人（DMO）として登録された勝浦市観光協会をはじめとし、各種の民間団体等と

連携しながら観光地づくりを進めてきたところです。

しかしながら、観光地づくりをより一層推進していく上では、今後も幅広く関係者の参画を得

ていく必要があるとともに、これまでの取り組みの進捗を振り返り、状況の変化を見定めた上で

あらためて今後の取り組みを検討することが求められます。

こうした状況を踏まえ、今後の本市の観光地づくりにおける基本的な指針を定め、必要な取り

組みを着実に進めていくため、ここに勝浦市観光基本計画（以下、「本計画」という）を策定する

ものです。

本計画は、本市の観光に関する現状を踏まえた上で、今後の本市の観光地づくりにおける基本

的な指針を定め、必要な取り組みを市全体で着実に進めていくために策定するものです。特に、

本計画第４章「施策の展開」においては、今後実施すべき具体的な取り組みを示した上で、その

取り組みを進める期間の目安として、短期（１～３年程度）、中期（３～６年程度）、長期（６～

10 年程度）の３区分を設定し、観光地づくりの着実な進行を目指すものです。
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２ 計画の位置づけ

本市においては、「勝浦市総合計画」が、まちづくりの最も基本となる最上位の計画として位置

づけられています。現行の勝浦市総合計画（令和５年度～令和 16 年度）における観光分野の取り

組みとしては、基本方針４「人々が活気にあふれるまち（産業・観光・交流）」の中の個別施策「４

ー４観光の振興」において定められています。

本計画は、本市のまちづくりにおいて、観光分野の個別計画として位置づけられるものであり、

上記の総合計画の内容と整合する計画として策定します。

また、「勝浦市まち・ひと・しごと創生総合戦略」や「勝浦市都市計画マスタープラン」等にお

いては、本市のまちづくりの根幹を形づくる重要な計画として、それぞれ取り組むべき施策が示

されております。本計画では、その内容との調和に配慮しつつ、より広い視点で、長期間にわた

る観光地づくりの取り組みの基本的な考え方について定めます。

本市ではこれまで、平成 13 年の「勝浦市観光基本計画」の策定以降、平成 29 年の「勝浦市観

光地再生戦略書」の策定、令和２年の勝浦市観光協会の DMO 登録等、観光地づくりのための体制

整備が着実に進められてきたところです。本計画は、そうした体制整備を継続しつつ、実際に観

光地づくりを行っていく基本的な方向性及び具体的な取り組みを示し、長期間にわたり実際に観

光地づくりを推進していくための計画として位置づけられます。その中でも、本計画第４章「施

策の展開」において掲げる今後実施すべき具体的な取り組みについては、勝浦市総合計画におけ

る実施計画に計上するなど、評価検証を行いながら着実に推進すべき取り組みとして、当面の間、

本市の観光地づくりにおいて重要な位置づけとなるものです。

また、観光地づくりには多様な主体が関与するところですが、本計画は、市の取り組みの記載

を中心としながら、観光協会等の関係団体や市民・事業者等も取り組みの実施主体として想定し

ているものであり、市全体で推進していくべき計画として位置づけられます。
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３ 計画の期間
本計画は、短期的に取り組みが必要な内容から、長期的に検討・体制整備などのプロセスを経

る必要がある内容まで、幅広く定めるものであるため、期間を 10 年と設定します。

なお、第４章「施策の展開」においては、取り組みを進める期間の目安として、短期（１～３年

程度）、中期（３～６年程度）、長期（６～10 年程度）の３区分を設定します。
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１ 統計からみる状況

訪日外国人観光客数は 10 年間で 3.7 倍しコロナ禍後も V字回復

訪日外国人観光客数は、東日本大震災のあった平成 23 年に一度落ち込みましたが、以降増加

し続けており、平成 30 年には初めて 3,000 万人を突破しました。令和元年では 3,188 万人と過

去最高を更新し、平成 22 年と比べて約 3.7 倍となっています。令和２年から、コロナ禍で大幅

に落ち込んだ状態が続いたものの、収束後はＶ字回復し今後も増加するものと予想します。

参考：日本政府観光局

訪日外国人観光客の約６割超が東アジアから

令和 5 年の訪日外国人観光客を国別でみると、

韓国が 696 万人（27.8％）と最も多く、次いで台

湾が 420 万人（16.8％）、中国が 243 万人（9.7％）、

香港が 211 万人（8.4％）、米国が 205 万人（8.2％）

となっています。コロナ禍からの回復が遅れてい

る中国が以前のように戻ると、圧倒的になると思

われます。東南アジアからの観光客も多く、地域

別にみた訪日外国人観光客でもアジアが最も多

くなっています。
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訪日外国人観光客の訪問率は千葉県が第３位

令和 5 年の訪日外国人観光客の都道府県別訪問率は、東京都が 52.9％と最も多く、次いで大

阪府が 39.6％、千葉県が 37.5％、京都府が 29.8％、となっています。5 位以下の道県の訪問率

とは差が開いています。千葉県の訪問率の高さは、成田空港の存在や東京ディズニーリゾートに

よる影響が大きいと考えられますが、いずれにしても、外国人の誘客という点で比較的優位な状

況です。

参考：訪日外国人消費動向調査（令和５年）

※上位 10 位までを抜粋。複数回答可能なため、各都道府県の回答数の和は総回答数に不一致。
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国内旅行は日帰りよりも宿泊する傾向にあり

日本人の延べ国内旅行者数は、宿泊旅行者・日帰り旅行者ともに 30,000 万人付近で推移して

いましたが、コロナ禍により大きく落ち込みました。しかしインバウンド同様、収束後に V 字回

復しており、地域における観光産業の将来への可能性を表しています。また、日帰り旅行者より

宿泊旅行者が多い傾向が続いており、平成 30 年・令和元年より、宿泊旅行者と日帰り旅行者の

差が広がり、令和５年度はさらに顕著です。このことから、地域においては比較的消費が期待で

きる宿泊旅行者の獲得が必要であることが分かります。

参考：観光白書
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日本人の国内旅行消費額は若干増加し、コロナ禍収束後の回復が顕著

日本人の国内旅行消費額は、増減を繰り返しながらも若干増加傾向がみられ、令和元年で 21.9

兆円となり、コロナ禍収束後の令和５年にはコロナ禍前の同水準に回復しました。特に宿泊旅行

者の消費額が伸びており、宿泊旅行者の旅行消費には今後も期待できます。

参考：観光白書
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観光入込客数及び宿泊客数は緩やかな増加し、コロナ禍後も回復傾向

千葉県の観光入込客数は、平成 26 年以降緩やかに増加し続けていましたが、コロナ禍で低迷

しました。しかしコロナ禍後の回復は顕著で、コロナ禍前を超えることは間違いないでしょう。

また、宿泊客数も同様に回復しています。

観光入込客

宿泊客

参考：千葉県観光入込調査報告書

167,667
173,705 177,533 179,335

186,832 185,898

108,162 109,559 

137,734 

164,419 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

（千人地点）

21,201
22,574 21,881

24,637
25,586

29,229

14,131 14,085 

22,800 

27,774 

0 

5,000 

10,000 

15,000 

20,000 

25,000 

30,000 

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

（千人泊）

※宿泊客数については、令和５年分から観光庁「宿泊旅行統計調査」を活用していることから、

前回調査データを修正して表示。
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夷隅地区の観光入込客数は県内最下位、宿泊客数は７番目

令和 5 年の観光入込客数と宿泊客数を地区別でみると、観光入込客数は東葛飾が 56,413 千人

地点と最も多く、次いで千葉が 26,158 千人地点、印旛が 23,872 千人地点となっています。宿泊

客数は東葛飾が 14,171 千人泊と圧倒的に多く、東京ディズニーリゾートが強力なのがわかりま

す。勝浦市が含まれる夷隅は観光入込客数が 2,719 千人地点と 10 地区の中で最も少なく、宿泊

客数も 749 千人泊と７番目という状況です。

単位：観光入込客（千人地点）、宿泊客（千人泊）

参考：千葉県観光入込調査報告書（令和５年）
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コロナ禍の影響は他地域に比べ大きかったものの、順調に回復

勝浦市の観光客数は、増減を繰り返しながらも減少傾向にあり、令和元年度で 900 千人とな

りました。コロナ禍で大きな影響を受けましたが、コロナ過後は順調な回復傾向がうかがえます。

参考：数字で見る勝浦市の姿

朝市目的の観光客が減少傾向だったが、コロナ禍後復活の兆し

観光客数を目的別にみると、海水浴場をコロナ禍により閉鎖した関係で、その後の回復が鈍い

ものの、朝市客は復活の傾向にあります。コロナ禍により見直された近場の観光コンテンツにな

ったと思われます。

参考：数字で見る勝浦市の姿
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夷隅地区における観光客数の推移―――勝浦市を含めた旧来の観光地で苦戦傾向

平成 25 年の値を 100 としたときの観光客数の推移について千葉県及び近隣市町と比較する

と、コロナ禍前は、千葉県といすみ市は増加、大多喜町はやや減少しながらも概ね横ばいである

一方、旧来の観光地である勝浦市・鴨川市・御宿町においては減少傾向にありました。ところが、

コロナ禍収束後は、特に勝浦市の回復が鈍く苦戦しており、令和 4 年の指数が唯一 30 ポイント

台でかなり厳しい状況にあると言えます。

上段：観光客数の実数（単位：千人地点）、下段：平成 25 年を 100 としたときの指数

参考：千葉県観光入込調査報告書

※塗りつぶし箇所は指数が 100 を超えているものです。
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訪問客の多くは近場の都県から

令和５年６月の休日 14 時に勝浦市に滞在していた県外居住者について居住都道府県別にみる

と、東京都が 814 人と最も多く、次いで神奈川県が 333 人、埼玉県が 261 人となっています。

コロナ禍収束後にもかかわらず、訪問客は少なく近場の都県からの訪問が多くみられます。千葉

県内の他市町村からのデータが取得できないため実数は確認できませんが、千葉県民は県内の観

光地への訪問を好む傾向にあり、県内他市町村からの訪問が多いのかもしれません。

®参考：RESAS（株式会社ＮＴＴドコモ・株式会社ドコモ・インサイトマーケティング「モバイル空間統計 」）、

令和５年６月（休日）、14 時観測
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経路検索の回数トップは「かつうら海中公園」

経路検索サービスにおいて目的地として検索された回数の多い観光施設等を交通手段別でみ

ると、自動車・公共交通ともに「かつうら海中公園」が最も多く、次いで「守谷海水浴場」です

が、その他の海水浴場は上位にはありません。宿泊施設では「Recamp 勝浦」が入っており、コ

ロナ禍後にキャンプ等を中心としたアウトドア・アクティビティの人気を反映しています。「勝

浦朝市」は何とか自動車の 10 番目に入っていますが、検索されるいわゆるメインコンテンツで

はないことが分かります。

参考：RESAS（株式会社ナビタイムジャパン「経路検索条件データ」）、2022 年（休日）観測
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２ 既存資源調査の結果からみる状況

本市における既存の観光資源が、観光市場においてどのように受け止められているかの状況を

把握するため、令和３年１月に、主要な観光関連ウェブサイトにおける本市の観光資源の掲載情

報や評価内容の調査・分析を行いました。

調査対象は「観光スポット」「宿泊施設」「飲食店」の３区分とし、区分ごとに、閲覧者数が上

位のウェブサイト等を中心として調査を行いました。なお、以降は結果を抜粋し、「観光スポッ

ト」のうち「勝浦朝市」の結果概要について特に報告します。

① 観光スポット全体について

口コミ数でみた上位 10 か所―海水浴場で満足度評価が高い

■市の観光スポット（じゃらん net 口コミ数でみた上位 10 か所）

※上表中の観光スポット名は、サイト上の表記に倣っている。

※満足度評価は５点満点。

口コミ数でみると、朝市と海中展望塔の上位２か所がほぼ横並びで、３位の守谷海水浴場

の２倍近くになっており、注目度・訪問率の高い観光スポットであることがうかがえます。

ただし、この上位２か所は満足度評価でみると必ずしも高くはなく、「普通」以下とした評価

の割合（「普通」「やや不満」「不満」の合計）は３割を超えており、これは上表中ではこの２

か所のみです。

一方、口コミ数上位 10 か所のうち３か所が海水浴場ですが、これらの満足度評価は比較的

高く、特に守谷海水浴場と鵜原海水浴場では「満足」が４割を超えています。鵜原理想郷や

尾名浦といった海岸景観を含め、本市の観光資源として「海」が重要な位置を占めているこ

とが示唆されます。

観光スポット 口コミ数 満足度評価 満足 やや満足 普通 やや不満 不満

勝浦の朝市 482 3.7 23% 44% 23% 8% 3%

勝浦海中展望塔 460 3.6 18% 46% 27% 7% 3%

守谷海水浴場 256 4.2 42% 46% 7% 4% 1%

かつうら海中公園 171 3.9 25% 50% 20% 4% 2%

鵜原理想郷 74 4.1 24% 65% 11% 0% 0%

鵜原海水浴場 60 4.2 43% 42% 15% 0% 0%

興津海水浴場 48 3.9 21% 56% 19% 2% 2%

千葉県立中央博物館分館海の博物館 40 3.8 13% 63% 20% 5% 0%

勝浦ホテル三日月アクアパレス 40 3.7 15% 58% 18% 3% 8%

尾名浦 29 3.8 7% 76% 17% 0% 0%

評価の内訳
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② 勝浦朝市

確認できた 482 件の口コミのうち、訪問時期が 2018 年以降である 72 件を対象に評価内

容の詳細を分析しました。

■72 件の口コミ概要

品物の良さを評価する声が多い

品物の良さを評価する声は 72 件中 34 件（47.2％）であり、主には魚介類・野菜類の鮮度

の高さを評価していました。

規模の小ささ・活気のなさを指摘する声が多い

規模の小ささ・出店の少なさを指摘する声は 72 件中 23 件（31.9％）であり、その他の「人

出が少ない」「活気がない」という声と併せて 30 件（41.7％）が賑わいのなさを指摘するも

のでした。特に、「『思っていたより』規模が小さかった」といった、訪問前の期待とのギャッ

プについて指摘するものが目立ち、以下はそうした口コミの例です。

この 30 件について満足度評価の点数の平均をみると 2.93 となっており、72 件全体の平均

3.51 との大きな差がみられました。一方で、「活気がある」「出店が多い」など、賑わいがあ

るとした評価も 13 件あり、これらの満足度評価の点数の平均は 4.00 だったことから、賑わ

いについての評価は満足度を左右する大きな要素であることがうかがえます。

朝市については、時季や天候、曜日・時間帯等により出店者数及び来訪者数が大きく異な

る性質上、賑わいについての評価が二分される傾向は、現状では一定程度避けられないもの

といえますが、次の２点が重要と考えられます。①賑わいを感じさせる要素としては、出店

50代

27.8%

60代

11.1%

男性

47.2%

女性

52.8%

20代

5.6%

30代

23.6%

40代

旅行タイプ

性別

年代
31.9%

5.6% 4.2% 0.0%

家族

40.3%

その他一人カップル・夫婦 友達同士

50.0%

数十件は出店していることを期待して、何度か行きましたがいつも数件し

か出ておらず残念です。時期が悪いのかついていないのか・・・。
2020 年 11 月

朝市は 7 時頃いきましたが、店の数も少なく日曜日でしたが。人も多くは

ありませんでした。
2020 年７月

日本三大朝市のひとつらしいのですが、店が少なく、思ったほどの朝市で

はなく残念でした。
2019 年１月
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者の数及び行動（接客時の声かけなど）」に加え、来訪者の数が挙げられます。この点から考

えれば、来訪者は必ずしも市外からの観光客である必要はなく、市民が訪れ、「地元に愛され

る朝市」であることが、ひいてはそのまま観光資源としての強みにつながるといえます。②

賑わいについての低い評価は、「期待していたより」「思ったより」賑わいがない、とするも

のが多くなっています。特に、日本三大朝市として数えられる本朝市は、訪問前の期待が、

実情とは異なるものになりやすいといえ、そのギャップが低評価につながることが想定され

ます。一方、後述の交流面での評価など、本朝市における満足度を高める要素は賑わいだけ

ではないため、今後のブランディングにおいて訴求の方針を検討する際は、このギャップを

意識し、期待させる方向を実情に沿ったものとすることが有効と考えられます。

交流体験が高い満足度につながっている

出店者との会話や、出店者のキャラクター等、朝市における交流体験に言及した声は 72 件

中 15 件（20.8％）であり、来訪者の満足につながっていることがうかがえます。以下は、そ

うした口コミの例です。

この 15 件について満足度評価の点数の平均をみると 4.07 となっており、72 件全体の平均

3.51 との差が大きかったことから、交流体験は満足度を左右する大きな要素であることがう

かがえます。

子供たちにも気軽に声をかけていただき、勝浦の地域の温かさが伝わりま

した。
女性、30 代

日本の原風景ですよね。朝市目当てで行きましたが、キャラクターが濃く

て元気なお年寄りの商いを見て、パワーをいただきました。頑張ってくだ

さいね

男性、50 代

お店の人がとても良いひとばかりで試食をたくさんくれました。子どもも

大いに楽しんでいました。
女性、20 代
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３ 現地視察調査の結果からみる状況

市内の観光スポット等の現状を把握し、観光客に訴求できる内容や誘客ターゲット層、今後の

観光振興に求められる取り組み等の検討材料を得るため、令和２年 12 月と令和３年４月の２回、

現地視察調査を行いました。なお、本調査は調査会社の調査員（各観光資源への訪問歴がない市

外在住者）により行い、訪問後の報告を得る形の調査としました。

調査対象は「勝浦朝市・かつうら朝空マーケット」「かつうら海中公園、海中展望塔」「神社仏

閣」「サイクリングコース」等としました。なお、サイクリングコースについては、「勝浦地区（八

幡岬公園～植村記念公園（鳴海神社）～勝浦灯台～官軍塚）」と「鵜原方面（かつうら海中公園～

鵜原理想郷・鵜原海岸）」の２コースを調査しました。

なお、以降は結果を抜粋し、「サイクリングコース」の結果概要について特に報告します。

① サイクリングコース（八幡岬公園～植村記念公園（鳴海神社）～勝浦灯台～官軍塚）

アクセス面 ・１本道が多く、迷う回数は少なかった。ま

た、自転車だと各所の距離が程よく近い。

・急な坂も多く、電動自転車でないと登る

のは厳しいと思われるが、それも含めて楽

しめる。

・車道が狭いエリアも多く、車とすれ違う時

に怖さ・危険を感じる。急勾配の下り坂等

もやや恐怖感があった。

景観面 ・道中見晴らしのよい箇所が多く、海が見

える綺麗な景色だった。八幡岬公園の展

望台からは水平線が広く見える。

・「海を見ながらのサイクリング」として非常

に楽しめる。途中の絶景スポットで止まりな

がら写真を撮ることができた。

・官軍塚の頂上では、周囲を見回した際に

「一番高い場所にいる」感が味わえる。

・八幡岬公園の展望台までの道中は、ス

スキが生い茂り、せっかくの海が見えない

場所が目立つ。途中の階段を上って最も

高い所に祠があるが、周囲は木に囲ま

れ、景色は見えなかった。



22

○総合評価

▪１か所を目的地として目指すというよりは、周遊して楽しむものと感じられた。

▪自転車（もしくは徒歩）で友人などと探索する、観光地を巡るという過程を楽しんでもらう観光形態が訴求
ポイントとして想定される。（道中で味わえる自然・風景や、トンネル・分かれ道・急な坂などをアトラクション

的要素として体験）

設備面 ・所々に「○○まであと〇km」と看板があっ

た。

・英語併記の勝浦MAPがあった。（八幡岬

公園、官軍塚）

【八幡岬公園】

・八幡岬公園の全体 MAP があり、全体像

の把握に役立った。

・「自然散策路」の場所が少し分かりにくか

ったが、「獣道」といった感があり、親子等

で楽しめそうであった。

・子どもが遊べる広場があり、親子で楽しむ

様子もみられた。

・展望広場にはベンチが多数（一部屋根

付き）あり、海を見ながら休憩できた。

【官軍塚】

・階段に手すりがあった。

・駐車場が広い。

・官軍塚についての説明は、分かりやすい

看板があった（ただし日本語のみ）。

・道中、八幡岬に行くトンネルと官軍塚に

向かうトンネルとの分かれ道があったが、

看板が確認できず、どちらに進めばよいか

迷った。

・道中や各スポットにおいて、自販機や何

か食べ物を買えそうなところが見当たらな

かった。

・与謝野晶子（植村記念公園）、富安風生

（勝浦灯台）、中村汀女、斎藤茂吉（官軍

塚）の歌碑は見つけたが、分かりにくい。特

に富安風生はただの石のようにも見える。

【八幡岬公園】

・身障者用のトイレはあるものの、公園内の

階段等、誰にでも来やすい状況ではない。

【植村記念公園】

・「植村記念公園まで 600m」という小さな

看板以外、「植村記念公園」という文字の

書いてある看板が見当たらなかった。ま

た、実際に現地に着いた印象として、公園

というより駐車場のように感じられた。

【勝浦灯台】

・「路上駐車禁止」の看板が倒れていた。

ホスピタリティ・

受け入れ体制・

交流有無

・途中で道がわからなくなった際、地域の

方に教えて頂けた。
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② サイクリングコース（かつうら海中公園～鵜原理想郷・鵜原海岸）

○総合評価

▪年代やその他の属性を問わず楽しめるコースであると考えられるが、子ども連れの場合、安全・安心面で
難点があると思われる箇所も見られた。

▪トンネルが多い点等も含め、肯定的に評価すれば「ちょっとした冒険」という感があり、楽しめた。

▪コース全体を通して、海中展望塔や道中の国道128号などあらゆる場所から勝浦の「碧い海」を堪能でき、
海という自然の資源が市の強みであることを実感・再認識できた。今回の視察した観光コースについては、

駐車場の整備状況や、道中の景色を堪能する機会を考えると、サイクリングが適している観光コースである

と思われた。

アクセス面 ・トンネルを多く通るルートではあったが、ス

リルがあって楽しめた。

・景色を眺めながらだったからか、ＫＡＰＰＹ

ビジターセンターを起点として、各スポット

間は程よい距離感だった。

・ＫＡＰＰＹビジターセンターからの道中、舗

装状況が悪く凸凹のある箇所、狭隘で通

行の難しい箇所が、歩道も含めて複数あ

り、恐怖感があった。

・トンネルは狭く灯りも少なく、前方が見づら

かった。

・ＫＡＰＰＹビジターセンターに帰る道中で

は、車道と歩道との幅が狭く、やむを得ず

右側を走行する場面もあった。

景観面 ・国道 128 号沿いの白浜と海を眺めなが

ら風を感じてサイクリングするのは爽快感

があった。

・道中、海が綺麗で景観の良い場所が多く

あった。
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４ SNS 定性調査の結果からみる状況

観光に関する情報の発信や検索のツールとして SNS の利用が広まっていることを踏まえ、「本

市が観光地としてどのように認識・評価され、楽しまれているか」について、SNS における投稿

の調査・分析を行いました。

以降は結果を抜粋し、Twitter における「朝市」に関する投稿の調査結果概要について特に報告

します。

朝市に関する投稿（Twitter）

検索キーワード 「勝浦 朝市」（AND 検索）

分析対象 定量分析：直近 100 件（2021 年３月 27 日～５月４日）の投稿

定性分析：直近１年程度の投稿

投稿の傾向 ▪ほとんどが好意的な評価であり、飲食物に対する満足を示すものが多い。

▪写真を用いた投稿が多い（約半数）。

▪写真は、朝市の通りや、商品である生鮮食品を写した、いかにも「朝市」

らしいものも多かったが、それ以外の写真も多かった（後述）。

▪投稿者については、旅行好き・釣り好き・自転車好きなどのほか、朝市

の出店者自身によるもの、情報発信メディアによるものなどがみられた

（次項参照）。

▪観光系キュレーションメディア・個人ブログ等による、自メディアへの

外部リンクのある投稿も多かった（８件）。

投稿数の多い

投稿者

▪朝市出店者とみられるアカウント４者の投稿で 26 件（約４分の１）を

占めた。上位２者はアクセサリー等を販売するクラフト系店舗であり、

これらのアカウントによる投稿は「いいね」が 10 未満など影響力は限

定的だが、「勝浦 朝市」といったキーワードで検索する潜在的観光客に

対し、朝市の提供商品がアクセサリー等も含めた幅広いものであること

を伝える一助となっていることがうかがえる。また１者は、自店に限ら

ず朝市の店舗を紹介する動画を２本作成・投稿しており、潜在的観光客

向けに価値の高い情報発信を行っているといえる。
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■朝市に関する投稿の検証（X：旧 Twitter）

・検索キーワード「勝浦 朝市」（AND 検索）

投稿件数 81 件（2024 年 12 月１日～12 月 31 日）

・投稿の傾向等は 2021 年当時と同様な投稿が多い。

■その他 SNS について

・勝浦朝市の公式アカウントである Facebook と Instagram について

Facebook フォロワー数 1,355 人 チェックイン数 1,407 件

Instagram フォロワー数 3,984 人 投稿数 128 件 ※それぞれ 2025 年 1 月調べ

■再検証によってわかった事

一般社団法人勝浦市観光協会のホームページに、あさいちの会公式 SNS としてリンクがある２

件の SNS と X について検証しましたが、思ったよりも SNS による訴求効果は限定的でした。ただ

し、投稿数が少ない等検討すべき事項が多いので、改善することにより訴求効果を高められると

思われます。

注目される

新規資源

▪コーヒー店：７件の投稿があり、画像による投稿も多くみられる。「おし

ゃれ」という印象を与える店となっており、朝市の楽しみ方の幅を広げる

一助となっていることがうかがえる。

▪マヒマヒ（シイラ）のハンバーガー：投稿数は限定的であったが、勝浦

の新たな商品として展開されるものであり、味については好意的な評価が

寄せられた。

反響の大きかった

投稿

▪「勝浦の朝市。日本三大朝市の一つ。疫病流行の影響もあって、出店数

はだいぶ減っているらしいが、それでも平日にしてはかなり栄えていた。

ホスピタリティ溢れる人が多く、歩いているだけでも積極的に話しかけ

られた。勝浦は本当いい街だった、必ずまた来たいと思う。」（「いいね」

が 60）

◎ 再検証
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５ 先進事例調査の結果からみる状況

本市の今後の観光地づくりにおいて求められる取り組みを検討するため、令和３年１月に国内

の観光地づくりの先進事例について調査を行いました。

事例の収集においては、キーワードとして「朝型観光」「ヘルスツーリズム」「漁業との連携」

「市民協働」を設定し、計 13 の市町村の事例を調査しました。なお、以降は結果を抜粋し、「朝

型観光」の結果概要について特に報告します。

【鎌倉市】魅力ある情報の発信

観光サイトの統一

市と観光協会が連携し、双方の観光サイト「かまくら観光」と「鎌倉 INFO」を統合した新たな

観光ホームページ「鎌倉観光公式ガイド」を立ち上げ。「朝型観光」「夜型観光」「泊まる観光」と

いった、比較的観光客が少ない「時」に着目した観光プランを、ストーリー立てて提案。

朝型観光に特化したぺージ

鎌倉観光公式ガイドでは『鎌倉は「朝まいり」が吉。清々しい鎌倉の街をゆったり観光』と朝

に特化した特設ページを設けており、早朝参拝から始まる鎌倉の朝の魅力を発信。

飲食店の充実

朝から営業している飲食店が豊富で、早い店舗では 7 時から開店。鎌倉野菜が買える市場（鎌

倉市農協連即売所）から仕入れた食材を使っている店や、江ノ島電鉄（通称「江ノ電」）や海を眺

めることができる景観の良好な店、古民家をリノベーションした店、朝のみ営業する店など多様

に展開されており、幅広い層が楽しめる「特別な朝」が創出されている。
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勝浦市の観光地づくりに向けて注目・検討すべきポイント

・本事例では、「朝」という時間帯の特別性を訴えるため、「海」や「食」など市内の観光資源を掛

け合わせて取り組みが展開されている。

・また、様々な観光のあり方がストーリー立てて紹介され、「おひとり様」「女性グループ」「家族」

「カップル」など人物設定に合わせた観光コンテンツが発信されている。

・勝浦市においても、朝のコンテンツを豊富にするためには事業者との連携が必要であるため、

「朝市だけで終わらない『朝型観光』を推進していく」という気運を醸成し、協力を得ていくこ

とが重要になる。
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【京都市】多様な主体が関わり合って推進

観光協会と連携

「朝」の特別な時間を人数限定で体験できるコンテンツを、観光協会と市が協働して発掘。

商工会の関わり

京都商工会議所で「京の朝ツーリズム研究会」を発足し、京都の朝型観光の魅力や課題などに

ついて検討。「京のあけぼのツーリズム」と名づけ、商工会議所ならではのモデルコースを提案。

観光サイトの充実

観光協会による京都観光オフィシャルサイト「京都観光 Navi」に、早朝や夜に楽しめるイベン

ト情報や観光スポット情報を掲載するコーナー「京都朝観光・夜観光」をオープン。早朝の寺院

での勤行体験や朝座禅、夜の拝観やライトアップなど京都の朝や夜の時間帯でしか体験できない

魅力と、喫茶店でのモーニング及びバー・クラブといったナイトスポットを併せて発信。（下左図

参照）

GPS 連動型朝あるきマップ作成

丸の内朝大学とＪＲ東海がコラボレーションし、特別講座「そうだ 京都、行こう。」を開講。

参加者がグループワークを行い、社寺やパン屋などを巡る京都の「朝あるきルート」を考案。イ

ラストレーターも加わり、「朝あるき」に便利な散策マップを作成。GPS 連動版も作成されている。

（下右図参照）

勝浦市の観光地づくりに向けて注目・検討すべきポイント

・本事例では、「朝限定のメニュー」や「朝しか見られない景色」など、限定感のある魅力が発掘・

発信されている。

・また、事業者や観光協会、商工会など多様な主体を含めた連携の下、市全体で観光地づくりが

進められている。

・「京の朝ツーリズム研究会」のメンバーは商工会、宿泊業の関係者、広告、出版、旅行会社など

多様な業種の関係者で構成されている。勝浦市においても、分野を超えた連携体制を整備し、

意見交換・認識共有の場づくりを行うことで、観光地づくりの気運醸成や新規コンテンツの発

掘・創出につなげていくことが重要になる。
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令和６年度再調査分

【名取市】ゆりあげ港朝市の圧倒的な訴求力

■復興朝市

東日本大震災で大きなダメージをうけ復興朝市として復活。当初は地域の水産事業者が多かっ

たものの、有力な事業者以外は淘汰された。その後外部事業者の参入から市場的要素が強化され、

海産物以外も取り扱う小売市場として発展。現在は飲食店も含め 48 店舗が営業している。

■名取市を代表する観光コンテンツ

観光資源が少ない名取市において、県外からの来訪も多い。朝市の営業時間は日曜・祝日の 6：

00～13：00 と比較的長く、「せり」等のイベントや飲食施設も多数あり、十分に楽しめる。来訪

者の滞在時間を長くする試みとして始めた「せり」がすっかりイベントとして定着している。ま

た、朝市営業時間の平日は、「メイプル館」という食堂兼物販施設が営業しており道の駅のような

施設となっている。

■市場としての魅力（事業者から一般、観光客まで）

６時からの営業時間前に多くの事業者（水産関係者、宿泊施設、飲食店等）が集まっており、

早朝は卸売市場として安くて良いものを大量に求める関係者も多い。一般の買い物客は７時から

８時頃までは地元の人、８時過ぎから観光客が来て、10 時から「セリ」がはじまる。「セリ」終わ

る 11 時ごろから飲食店が再び活況となり 13 時にすべてが終わる。

この７時間営業で、一日 100 万円を売り上げる店舗も存在する。

■拡大できるスペースが十分にある

名取市震災メモリアル公園に隣接、朝市を広げるスペースが十分。

■勝浦朝市と比較して検討すべきポイント

・勝浦朝市は生産者が販売するいわゆる「朝市」のため、利益を追

求する経済原則がなりたたない。活況を呈する「ゆりあげ港朝市」を目標とするならば、出

店者が生業として朝市に出店する必要がある。

・卸売から小売、そして観光朝市と幅広い市場としての機能から、出店者は小売事業者が多く、

それらを強化した場合は、観光関連事業や一次産業を生業としている事業者が淘汰され、勝

浦朝市の伝統が損なわれる恐れがある。

・勝浦朝市の出店スペースは限られており、これ以上の出店者の増加は難しい。
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【八戸市】地域の観光コンテンツとして成長を続ける館鼻岸壁朝市

■開催環境の整備

館鼻漁港で小規模で始まった朝市が、地元商店街の朝市を吸収し、新幹線の開業後に観光コ

ンテンツとして県の管理地である館鼻岸壁を無料で賃借し、駐車場、トイレ等を完備して移転

することとなった。以前の開催地よりも敷地が広大となり出店場所が確保できたことから、現

在では 300 店舗以上が出店しており、今なお出店待ちができる状況となっている。

■効率的な情報発信手段の確立

朝市公認 PR 大使として地元アイドルを任命し、SNS やテレビ等による戦略的な情報発信を行

っている。

■地域交通網に対する影響

毎週３万人以上の集客があり開催時間が早朝のため、早朝の来場者に合わせ、市営バスやタ

クシーの運行時間が調整された。早朝運行により来場者は朝市へのアクセスが容易になり、ま

た自家用車での来訪による渋滞を緩和することにつながっている。

■地域経済に対する影響

館鼻岸壁のある八戸港は青森県内屈指の漁港であるが、朝市に地元産の魚介類が並ぶことは

少なく、出店者の多くは八戸市内外の仲卸事業者や小売店、飲食店である。そのため毎週日曜

日の週一回開催でよいため平日の出店者の生業につながることから、観光朝市としてではなく

商店街として成長している。このことは、八戸市の観光コンテンツというより地域型商店街と

なり商業集積地として八戸市経済に寄与している。

■勝浦朝市と比較して検討すべきポイント

・観光客が好む飲食スペースを伴う出店者も多く、観光客の増加に伴い出店場所を広く確保

する必要性から、拡大につながった。勝浦朝市の場所は限られており拡大は難しい。

・300 店を超える大規模な商店街としての性格から、地元アイドルによる情報発信による

様々な客層に対する訴求や、地域の２次交通に大きな影響を与えているが、結局、朝型観

光の周遊拠点とはなりえず、観光の目的地として成長している。朝型観光の拠点としての

可能性と生活朝市としての伝統やその訴求力の参考にはならない。

・「館鼻岸壁朝市」のような商店街的賑わいを目指す場合、運営団体や出店者の共通認識のも

と、進める必要がある。
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名取市の「ゆりあげ港朝市」と八戸市の「館鼻岸壁朝市」を視察して

■勝浦市の観光地づくりにて注目・検討すべきポイント

◎ 勝浦朝市は 430 年を超える歴史と、伝統的な生活朝市として生産者が販売する雰囲気を

維持していくのか、あるいは朝市が市場とまではいかずともマルシェとして、休日のみの

運営で飲食スペースを設け拡大するなど、観光コンテンツとしての成長を目指すのかを検

討すべきである。なお、観光コンテンツとしての成長を目指するとした場合、これまで築

き上げた歴史と伝統を手放することになり兼ねないと考える。

◎ 現実的には、ユネスコの無形文化遺産として酒造りや日本食等、日本の伝統的なものが

選ばれたように、430 年以上続く伝統的風俗であり、日本三大朝市の一つであることをも

っとアピールし、文化遺産としてコンテンツ化した方が現実的だと思われる。「ゆりあげ港

朝市」や「館鼻岸壁朝市」になるのは難しいと考える。

朝市を朝型観光の重要なコンテンツとして位置けつつ、規模は小さいながら古き良き日

本を体験でき、すべての勝浦観光に組み合わせることができる「付加的コンテンツ」とし

て捉えるべきと考える。
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６ 観光地としての本市の魅力と訴求の方向性
本章でみてきた各種の状況を踏まえ、観光地づくりにおける本市の魅力と、今後求められる訴

求の方向性について、下記の通りまとめます。

朝市などを中心とした交流体験

本市の重要な観光資源である朝市等において、観光客と迎え入れる側との交流を通した観光体

験を楽しむ観光客が一定数みられます。こうした体験の提供体制は、ホスピタリティ精神に基づ

く、一朝一夕には作り上げられない本市の重要な観光資源です。

こうした交流体験が可能であることが伝わり、観光客がより交流を楽しみやすくなるよう、体

験の質を伝えられる情報の選別及びパッケージ化を行った上で訴求していくことが求められます。

訴求対象としては、単に主要な観光情報をなぞるような旅行でなく、現地での交流等に価値を見

出すコアな旅行を好む層や、「地方を応援したい」志向を有する層が想定されます。

「朝」の時間帯における活動体験

漁師町である本市において、「朝」の時間の特別性は、朝市のほか、釣り・サーフィンといった

マリンアクティビティ等、多くの場面で見受けられるものです。

こうした、本市における「朝」の時間の特別性を観光客が把握できるよう、精査した観光情報

を組み合わせてパッケージ化した上で訴求していくことが求められます。観光地としての差別化

を図る手段として、幅広いセグメント（観光客層）を対象とすることが見込めますが、健康意識

等の観点から朝の活動を「朝活」といった表現で楽しむ向きもあることから、ヘルス・ウェルネ

スといったキーワードに感応する比較的若い女性を対象とした訴求も検討項目となります。

海中公園や自然資源を活用した体験型観光

本市においては、各種のマリンアクティビティを中心に、朝市・海中公園・サイクリング・キ

ャンプなど、体験型観光のメニューが充実しています。特に、海中公園の海中展望塔などの観光

資源は、

年代・性別に関わらず個人的な志向性に訴えかけ

ることが有効と考えられますが、特に「子どもに様々な体験をさせたい」と考えるファミリー層

への訴求が想定され、「体で感じる観光」という方向性でパッケージ化した上で訴求していくこと

が求められます。

勝浦タンタンメンや水産物等の食資源

勝浦タンタンメンや各種水産物に代表される本市の食資源は、観光客が本市を訪問する目的の

１つとなっています。

今後、観光客の訪問目的となっている食資源を呼び水とし、他の食資源の体験につなげるため、

特定の食資源「だけではない」ことの PR や、実際の周遊行動の促進を行うとともに、勝浦タンタ

ンメンのように、食資源としてストーリー性を構築した上で訴求していくことが求められます。
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７ 本計画における課題の設定
本章でみてきた各種の状況を踏まえ、今後の観光地づくりに関する主要な課題として、本計画

においては下記の通り設定します。

コンテンツの造成及びパッケージ化

本市においては、魅力ある地域資源が点在している一方、観光振興に活用可能な「観光コンテ

ンツ」にまで磨き上げる取り組みが必要です。特に、「朝型観光」や「海洋観光」といったテーマ

性のある観光を推進していく上では、引き続きコンテンツの造成や魅力の磨き上げが求められま

す。また、明確なテーマを掲げた上で、各種の観光コンテンツを組み合わせてパッケージ化し、

観光客にとって「勝浦市の楽しみ方がわかる」状態を作り上げていくことも重要となります。

目的地化するためのストーリー化

県内には本市と似た特徴を有する地域もある中、本市を観光の目的地化する取り組みが必要で

す。そのためには、前述の観光コンテンツの造成やパッケージ化を行うとともに、勝浦市が「何

をしに訪れる場所なのか」を明確にし、本市の目的地化を促進する観点で、観光のストーリー化

に取り組むことが求められます。

訴求の方向性の明確化とブランディング

これまで、本市の観光情報の発信は、

市の総力体制での観光地づくり

単に観光メニューの開発にとどまらずに観光地づくりを推進していく上では、特定の立場の主

体だけでなく、幅広い市民からの理解・参画を得ていく必要があります。今後、市としての観光

地づくりの方針を共有するとともに、市民参画の機会の確保等を通して、市の総力体制での観光

地づくりを推進していくことが求められます。

対応する施策の

記載箇所

基本方針Ⅰ １）多彩な海洋観光資源の開発・強化

【主な施策】「かつうら海中公園周辺の活性化」「眺望ポイントの確保」「海水

浴場ごとの特徴を活かした機能強化」

対応する施策の

記載箇所

基本方針Ⅰ ２）朝市を中心とした朝型観光の推進・強化

【主な施策】「観光朝市としての運営体制づくり」「商品や出店者の多様化・

安定化等」「朝型観光のコンテンツ造成とパッケージ化の推進」

対応する施策の

記載箇所

基本方針Ⅱ ２）観光に関する情報発信の充実

【主な施策】「SNS 等を活用した画像・動画による情報発信」「周遊マップ等

による情報発信」「さと海さと山の食ブランドの PR」

対応する施策の

記載箇所

基本方針Ⅲ １）観光地づくりの推進体制の整備

【主な施策】「誘客ターゲットの選定と戦略づくり」「観光基本計画等関連計

画の作成、見直し」「観光地づくりのための協議体制の検討・整備」
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１ 基本理念

ようこそ 耀 くうみ 風薫るまち ‘かつうら’へ
かがや

本市の「耀く」さと海、「風薫る」さと山の豊かな恵みは、市民の生活を支えているだけでなく、

本市を訪れる観光客の方々にとっても魅力あふれるものです。そうした資源を活用しながら、訪

れる方々を市全体で「ようこそ」ともてなしていく、という観光のあり方を目指し、本計画の基

本理念を「ようこそ 耀くうみ 風薫るまち ‘かつうら’へ」とします。

２ 基本方針
本計画においては、以下の３つの基本方針に沿って各種の施策を展開していきます。

本市の既存資源を活用しつつ、新たな観光資源の開発・強化に努め、提供できる観光メニュー

の増強を図っていくため、各種の施策を展開します。

本市の観光資源の価値が最大限発揮されるよう、観光地としての魅力の向上に努めるとともに、

情報発信力の強化を通して、その魅力が十分に伝わるよう、各種の施策を展開します。

観光地づくりを推進していくための土台として欠かせない「協働」の考え方を根付かせ、市民

が広く参加・連携して観光地づくりを進めていけるよう、各種の施策を展開します。



37

３ 施策の体系
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基本方針Ⅰ

多彩な観光資源の開発・強化

本市の強みである海洋関連の自然資源を活用し、観光資源の開発・強化に努めるため、各種の

施策を展開します。

① 総合的な海洋性レクリエーション地域の形成

●施策メニュー●

かつうら海中公園周
辺の活性化

海釣りコンテンツの
造成

マリンアクティビティ
の充実

眺望ポイントの確保
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※各施策メニューにおいては、取り組みを進める期間の目安として、短期（１～３年程度）、中期（３～

６年程度）、長期（６～10 年程度）の３区分を設定しています。短期・長期どちらの側面もあるものや、

毎年度継続していくものなどは、複数の期に○がついています。

② 海洋観光の多様化のための特徴ある地域形成

●施策メニュー●

海水浴場ごとの特徴
を活かした機能強化

サーフィンなどのマ
リンアクティビティ
による他地域との差
別化
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本市の重要な観光資源である朝市を中心とし、その他の観光資源を含めて周遊する「朝型観光」

の推進・強化に向けて、各種の施策を展開します。

① 朝市の維持・拡大に向けた運営体制整備

●施策メニュー●

観光朝市としての運
営体制づくり

商品や出店者の
多様化・安定化等
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② 観光朝市としての機能強化

交流という

日本の原風景としての魅力を有しており、

●施策メニュー●

③ 朝型観光推進に向けた資源開発・体制整備

●施策メニュー●

出店者のホスピタリ
ティの推進

他イベント等との
連携

雨天時の満足度の
向上に向けた検討

ブランド化の推進

朝市の歴史等の
魅力発信の強化
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朝型観光のコンテン
ツ造成とパッケージ
化の推進 や「朝市＋ハイキング」

朝型観光の情報発信
体制の整備
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多彩な観光資源の開発・強化に向けて、地域資源を活用していくことで、本市ならではの魅力

の向上を図るとともに、市内の観光周辺産業まで含めて広く受益できるような観光振興を目指し、

各種の施策を展開します。

① 食の観光資源開発・強化

●施策メニュー●

さと海さと山の食資
源を活用した特産品
開発
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② 自然資源や歴史資源等の観光資源としての活用

本市には、魅力ある自然景観や神社仏閣などをはじめ、各種の自然資源・歴史資源等が存在し

ます。一方で、それらを観光資源として活用するためには、魅力の維持・向上に加え、そういっ

た資源があること自体の情報発信も重要となります。

自然資源や歴史資源等について、維持・整備等の取り組みに加え、景観としての

や星空スポットしての魅力を PR することで、観光資源としての活用を図ります。

●施策メニュー●

③ 地域資源による体験型・着地型観光の推進

体験型・着地型観光の推進

●施策メニュー●

景勝地の整備・眺望
確保や PR

歴史資源の活用、周
辺環境整備、PR

スポーツツーリズ
ム・ヘルスツーリズ
ムの推進

ス

ポーツツーリズム」や、健康回復・健康増進を図る観光と

しての「ヘルスツーリズム」の推進に向けて、

図ります。

観光コンテンツとし

てのさと山エリアの

活用

施策概要市内に点在するキャンプ場やイベントなど、さ

と山エリアにおける観光コンテンツに関する情報を集約・

発信し、心身のリフレッシュ効果など、新しい観光スタイ

ルの推進を図ります。
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イベントの開催を通して、観光地としての気運の醸成や魅力の向上、また市内外への観光地と

しての PR を行えるよう、観光資源としてのイベントの開発・強化を図ります。

① 既存地域イベントの観光資源としての活用・強化

観光資源としての活用・強化を図ります。

●施策メニュー●

かつうらビッグひな
祭りの魅力向上

観光客も対象とした
イベント内容強化

イベント実施に係る
団体間の連携

市民と観光客の
交流促進
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② 新たな観光イベントの開発・推進

観光イベントの開催は、観光地としての気運の醸成や魅力の向上、また市内外への観光地とし

ての PR 等に資する取り組みであることから、必要に応じた新たな観光イベントの開発・推進を図

ります。

●施策メニュー●

広域的な視点での
イベント開催の検討

東京・千葉市等での
フェアの実施の検討

市外に対する PR の取り組みの一環として、東京都や千葉

市といった、本市に観光客が多く訪れる地域における、本

市の特産品を取り扱うフェア等の実施を検討します。
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基本方針Ⅱ

観光地としての魅力の向上と発信

本市の観光地づくりを進める上で中心的な役割を担う観光拠点の整備を通し、更なる観光振興

に努めるため、各種の施策を展開します。

① 本市の観光拠点の整備

●施策メニュー●

フィッシャーマン
ズ・マーケットの
整備

観光施設の点検と
適切な優先順位に
基づく整備
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情報の収集・発信のあり方が大きく変化している近年の状況を鑑みた上で、観光に関する情報

発信の充実に向けて、各種の施策を展開します。

① 観光客の利便性確保に向けた情報収集・情報発信

観

光客の利便性確保

●施策メニュー●

SNS 等を活用した
画像・動画による情
報発信

SNS

・動画

SNS ・動画

総合的な観光情報サ
イトの整備

イベント開催情報の
一元的情報発信

周遊マップ等による
情報発信

市内観光情報拠点機
能の充実
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② 魅力の向上につながるブランディング・PR の推進

PR により、本市及びその観光資源の認知度・魅力を戦略的に向上させていくことが重要

です

魅力の向上につながるブランディング・PR の推進を図ります

●施策メニュー●

※プッシュ型メディア：情報検索を能動的に行う層を引き込む「プル型メディア」（例えば商品につ
いてのウェブサイト等）に対し、逆に情報発信側が能動的に情報提供し、受け手側は明確な意思に
よらず受動的に情報を得る構造のメディア（ネット広告等）を指す。

さと海さと山の食ブ
ランドの PR

特色ある「海」の観光
のブランディング

観光プロモーション
の推進
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各観光資源だけでなく、本市での滞在経験全体が満足度の高いものとなるよう、利便性と魅力

の向上のためのまちづくりを目指し、各種の施策を展開します。

① 一体的観光地形成に資する移動経路の整備と確保

●施策メニュー●

統一的な案内標識や
観光案内機能確保

観光地に相応しい
沿道景観の整備

観光ルートの PR、
紹介

PR や紹介を

行い、周遊を促進します。
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② 観光地としての魅力向上に資する都市整備

都市整備の取り組みは、本市の住民にとっての利便性の向上のみならず、観光地としての魅力

の向上にもつながるものです。

観光地づくりという視点で必要な都市整備の方向性を明確にし、関連部局と協力しながら、観

光地としての魅力向上に資する都市整備を図ります。

●施策メニュー●

③ 自然資源や歴史資源を活かした魅力ある観光地づくり

自然資源や歴史資源を活かした魅力ある観光地づくり

●施策メニュー●

レンタサイクル等の
利用促進

駐車場の確保及び
交通マナーの向上

海洋の保全・利活用
の推進

資源の保存・利活用
の推進
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④ 多様な宿泊施設・温泉施設の確保と連携強化

温泉施設

多様な宿泊施設

や温泉施設の確保と連携強化

●施策メニュー●

⑤ 観光客の安心・安全の確保

●施策メニュー●

多様な宿泊施設
・温泉施設の確保

・温泉施設

宿泊施設・温泉施設
の連携強化

災害時等における
安心・安全の確保
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地域の産業を活かした観光地づくりにより、観光地としての本市の独自性や魅力が高まり、か

つ市に広く利益が行き渡るよう、地元産業との連携による観光振興を目指し、各種の施策を展開

します。

① 第１次産業と連携した観光の推進

第１次産業と連携した観光の推進

●施策メニュー●

農業等との連携の
推進

観光客が本市の豊かな農林産物を楽しむ機会の確保及び

観光農園・体験農園等の体験型メニューの推進に向けて、

農業等との連携を図ります

水産業との連携の
推進

観光客が本市の豊かな水産物を楽しむ機会の確保及び体

験漁業・見せる漁等の体験型メニューの
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② 地元産品の活用推進と地域との交流連携推進

地元産業との連携による観光振興に向けて、食資源に代表される地元産品の活用推進や、具体

的な地域との交流連携の推進を図ります。

●施策メニュー●

③ 商店街と連携した観光の振興

●施策メニュー●

既存施設における
地域資源の紹介・活用

観光客の地域周遊の
促進

地域イベントへの
参加等交流連携強化

朝市・中央商店街の
簡易マップの充実
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④ 勝浦の伝統文化の活用

●施策メニュー●

観光客への工芸品等
の発表機会の確保

各種の文化財等の
観光資源としての活用
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基本方針Ⅲ

オール勝浦での観光地づくりの推進

オール勝浦で観光地づくりを進めていくにあたって、その推進体制を整備していけるよう、各

種の施策を展開します。

① 本市としての計画的観光振興、観光地づくりの指針づくり

本市としての計画的観光振興及び観光地づくりに向けた指針づくり

●施策メニュー●

観光振興に係る
情報取得体制の整備

誘客ターゲットの
選定による戦略的な
観光振興の推進

観光基本計画等関連
計画の作成、見直し



59

② オール勝浦での観光振興体制づくり

を図ります

●施策メニュー●

観光地づくりのため
の協議体制の検討・
整備

商工農林水産団体等
も含めた観光振興組
織育成

地元区も含めた協議
の場の確保
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市民参画を得た観光地づくりの推進に向けて、観光人材を育成し、活躍機会を創出できるよう、

各種の施策を展開します。

① 観光ボランティアの体制づくりと活躍機会の創出

●施策メニュー●

観光ボランティアの
養成と活躍の仕組み
づくり
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観光地づくりは、一部の関係者だけで進めるのは限界があり、市民参画を得ることが重要とな

ります。本市の観光振興がより発展的に進むよう、市民参画を通した観光地づくりの推進を目指

し、各種の施策を展開します。

① シビックプライドの醸成と観光地意識の高揚

市民参画を通した観光地づくりの推進

●施策メニュー●

市民参加型の観光資
源発掘・開発

市の魅力や特徴に関
する教育機会の確保

観光地づくりに関する
市民の認識共有の場
の検討
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② 市民一人一人による観光地づくり活動の促進

市民参画を通した観光地づくりを推進する上では、観光地としての気運を高める取り組みに加

え、市民一人一人が具体的に観光地づくりに参画できるようにする取り組みが求められます。

市民が観光地としての本市に誇りをもち、魅力を伝え、かつ向上させる役割を担うことができ

るよう、市民一人一人による観光地づくり活動の促進を図ります。

●施策メニュー●

施策 概要 短期 中期 長期

日常生活における地
元産品の愛用

市民を通して本市の魅力が市内外に広く伝達されるよ

う、市民が日常生活において地元産品に接触する機会の確

保に努めます。

○ ○ ○

市民による郷土料理
の継承と普及

地域性を求める観光客のニーズに対応した食文化を保持

するため、市民による郷土料理の普及や喫食の促進を図り

ます。

○

市民一人一人の
環境美化運動の推進

観光地としての魅力の向上のみならず、住民の満足度向

上にもつながる環境美化活動について、市民の参画を得た

形での推進を図ります。

○
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